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…エコボポイント対象（数字はポイント数）　　　　　　　　　　　●これまでの広報いちかわがホームページ（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。00

※弁護士法律相談の予約は毎週金曜日午前８時４５分から翌週分を直通電話で受け付けます。
※祝日と12月29日（水）〜1月3日（月）の相談は休みです。 　月の市民相談

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員
民事
一般

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
2 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月〜金曜日

8：50〜17：00
（受け付け16：30まで）

民事問題に関する一般的な相
談・市政案内

民事
司法書士 市役所 14（火） 13：00〜17：00

（受け付け16：30まで）
相続の手続き、借金の整理、貸金、借地
借家、成年後見など<認定司法書士>

民事
行政書士

市役所 7（火）、21（火） 13：00〜17：00
（受け付け16：30まで）

相続、遺言書、成年後見、外
国人ビザなどの手続き相談行徳支所 1（水）

行政
市役所 27（月） 13：00〜15：00

（受け付け14：30まで）
国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉行徳支所 6（月）

登記
市役所 1（水） 13：00〜16：00

（受け付け15：30まで）
不動産登記、会社登記、境界問題
など〈司法書士・土地家屋調査士〉行徳支所 15（水）

不動産
取引

市役所 6（月）、20（月） 13：00〜16：00
（受け付け15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸などの
トラブル〈宅地建物取引主任者〉行徳支所 13（月）

弁護士
法律

予約制

市役所 2（木）、3（金）、8（水）、10
（金）、15（水）、17（金）、24（金） 13：00〜16：00

相続・遺言、損害賠償、金銭貸
借、離婚などのトラブル

〈弁護士〉行徳支所 3（金）、10（金）、24（金）
司法書士

法律
予約制

市役所 1（水）、8（水）、15（水）、
22（水） 17：00〜20：00

相続の手続き、借金の整理、
貸金、借地借家、成年後見など
<認定司法書士>

税金
予約制

市役所 13（月）
13：00〜16：00 相続・贈与・売買など税の相談

<税理士>行徳支所 20（月）
交通事故
予約制 市役所 9（木）、22（水） 10：00〜15：00 示談や損害賠償の方法

〈県交通事故相談員〉

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月〜金曜日
（毎月第２・４土曜日は電話相談あり） 10：00〜16：00 商品やサービスの苦情と処理

のあっせん
〈消費生活相談員〉行徳支所 毎週火曜日

消費生活センター☎３３４-０９９９

多重債務
予約制

消費生活センター9（木）、22（水） 13：00〜16：00 多重債務に関する相談
〈弁護士〉消費生活センター☎３３４-０９９９

建築行政
市役所 毎週月・水・金曜日 9：00〜17：00 建築にかかわる民事的な相談

〈建築行政相談員〉建築指導課☎３３４-１４３４

建築紛争
市役所 開発指導課原則火・水
曜日（要問い合わせ） 9：00〜17：00 中高層建築物の建築に伴っ

て生ずる日照阻害、電波障害、
騒音、振動など開発指導課☎70４-027６

労働
市役所 毎週水曜日 18：00〜20：00 労働上のトラブルに関する相談

〈社会保険労務士〉雇用推進担当室☎704-4131

年金
市役所 28（火） 13：00〜16：30

（受付16：00まで）各種公的年金について
〈社会保険労務士会〉行徳支所 9（木）

国民年金課☎３３４-１１２７

住宅リフォーム
予約優先

市役所 2（木）、16（木） 10：00〜16：00 増改築、修繕など〈市川住宅リ
フォーム相談協議会相談員〉地域街づくり推進課☎３３４-１３３6

心配ごと
八幡市民談話室 6（月）、20（月） 10：00〜15：00

（13：00からは弁護士相談もあり）
日常生活での悩みや困ったこ
となど〈民生委員児童委員〉社会福祉協議会☎３２０-４００１

12

前
9
時
～
午
後
10
時（
30
日
は
午

後
４
時
ま
で
）

ア
イ・リ
ン
ク
タ
ウ
ン
展
望
施
設

交
流
ラ
ウ
ン
ジ

☎
７
０
４・０
０
５
７
観
光
協
会

事
務
局　
　
（
観
光
交
流
担
当
内
）

リ
サ
イ
ク
ル
講
座

「
洋
服
の
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
」

不
用
な
洋
服
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
を

ペ
イ
ン
ト
し
ま
す
。

11
月
28
日（
日
）午
後
1
時
30
分

～
3
時
30
分

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
鬼
越
２
の

18
の
17
）

市
内
在
住
の
方
、先
着
10
人

２
５
０
円

書
き
込
む
洋
服
1
～
2
枚
、牛
乳

パッ
ク
2
個（
パッ
ク
状
）、雑
巾
、え
ん
ぴ

つ
、消
し
ゴ
ム
、綿
棒
、カ
ッ
タ
ー
、ハ
サ
ミ

☎
３
３
５・９
９
５
１
同
プ
ラ
ザ

い
ち
か
わ
観
光
・
物
産
案
内
所
の

催
し

障
害
者
施
設
で
作
っ
た
ク
ッ
キ
ー
、パ

ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
、刺し

繍し
ゅ
う、ジ
ャ
ム
な
ど

の
販
売
。

11
月
27
日（
土
）・
28
日（
日
）午

前
１０
時
～
午
後
４
時

☎
３
２
４・７
７
５
１
同
案
内
所

（
Ｊ
Ｒ
市
川
駅
北
口
交
番
隣
）

　
　
　
　
　
　
（
観
光
交
流
担
当
）

☎
３
３
９・０
４
７
７
自
然
博
物

館
※
初
め
て
の
参
加
者
は
事
前
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

見
学
会「
九
品
仏
・等
々
力
渓
谷
」

紅
葉
の
美
し
い
世
田
谷
の
浄
真
寺

（
九
品
仏
）と
等
々
力
渓
谷
を
訪
ね

ま
す
。

12
月
５
日（
日
）午
前
8
時
30
分

（
京
成
八
幡
駅
改
札
口
集
合
）～
午

後
2
時
頃（
東
急
大
井
町
線
等
々

力
駅
解
散
）

※
雨
天
は
九
品
仏
見
学
の
み

６
０
０
円

 

弁
当
、飲
み
物

は
が
き
に「
九
品
仏
見
学
」・
住

所・氏
名・電
話
番
号
を
書
き
、11
月

27
日（
土
）ま
で（
消
印
有
効
）に
、歴

史
博
物
館（
〒
２
７
２・０
８
３
７
堀

之
内
2
の
27
の
1
）

☎
３
７
３・６
３
５
１
同
館
。当
日

は
☎
０
９
０・９
２
３
１・４
３
８
３

  　
　
　
　
　
（
博
物
館
友
の
会
）

第
46
回
市
川
市
観
光
写
真
コ
ン

ク
ー
ル
作
品
展

入
賞
し
た
作
品
や
応
募
作
品（
１

人
1
点
）を
展
示
し
ま
す
。写
真
を

通
じ
て
市
内
の
名
所
・
旧
跡
・
自
然
・

季
節
の
風
物
詩
な
ど
、市
川
の
魅

力
を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

11
月
25
日（
木
）～
30
日（
火
）午

 

お
知
ら
せ

１２
月
市
議
会
定
例
会
を
開
会

11
月
26
日（
金
）午
前
10
時
か
ら
開

会
し
ま
す
。傍
聴
を
希
望
す
る
方

は
、日
程
な
ど
を
お
問
い
合
わ
せ
の

う
え
、市
役
所
６
階
の
傍
聴
受
け
付

け
ま
で
。委
員
会
の
会
議
も
7
人
ま

で
傍
聴
で
き
ま
す
。ま
た
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
本
会
議
の
生
中
継
と
録

画
放
送
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
の

で
、併
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

 　
　
　
　
　
　
（
議
会
事
務
局
）

傍
聴
し
よ
う〈
希
望
者
は
直
接
会

場
へ
〉

◆
健
康
都
市
推
進
協
議
会

１1
月
24
日（
水
）午
後
４
時
／
ア
ク

ス
本
八
幡
２
階
市
職
員
研
修
室

　
　

  　
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
健
康
都
市
担
当
）

 

講
座・催
し

湿
地
の
環
境
整
備
を

お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方

自
然
観
察
園
で
学
芸
員
と一
緒
に
環

境
整
備
作
業
を
し
ま
す
。

11
月
28
日（
日
）午
前
10
時（
観

賞
植
物
園
入
口
集
合
）～
正
午（
荒

天
中
止
）

い
ち
か
わ
産
の
花
の
展
示

市
内
で
生
産
さ
れ
た
花
鉢（
３
～

５
点
）の
展
示
、い
ち
か
わ
花
の
直

売
所
マ
ッ
プ
の
配
布
。

12
月
２
日（
木
）ま
で 

※
会
場
に

よ
り
異
な
り
ま
す

文
化
会
館
、行
徳
文
化
ホ
ー
ル

I
＆
I
、東
山
魁
夷
記
念
館
、芳
澤

ガ
ー
デ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、い
ち
か
わ
観

光
物
産
案
内
所
、ア
イ･

リ
ン
ク
タ
ウ

ン
展
望
施
設
、市
川
駅
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、ニッ
ケ
コ
ル
ト
ン
プ
ラ
ザ

☎
７
０
４・４
１
３
２
同
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　

  

（
農
政
課
内
）

園
芸
講
座

内 

12
月
２
日（
木
）午
前
10
時

30
分
～
正
午
／
園
芸
講
座「
魅
惑

の
ハ
ー
ブ
」、午
後
１
時
30
分
～
４
時

（
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま

で
）／
園
芸
相
談

緑
の
基
金
2
階
研
修
室（
里
見

公
園
内
）

☎
３
１
８・５
７
６
０
同
基
金 

映
像
文
化
セ
ン
タ
ー
の
講
座

①
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
デ
ザ
イ
ン
講
座

年
賀
状
を
パ
ソ
コ
ン
で
楽
し
く
作
っ
て

み
ま
せ
ん
か
。

12
月
１
日（
水
）～
５
日（
日
）の

う
ち
１
日
、午
後
１
時
30
分
～
４
時

②
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
遊
ぼ
う
！

～
上
手
な
ア
ン
グ
ル
実
験
室
～

撮
影
ア
ン
グ
ル
の
コ
ツ
を
学
び
ま
す
。

12
月
10
日（
金
）・
11
日（
土
）の

う
ち
１
日
、午
後
１
時
30
分
～
5
時

①
②
メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川
２
階

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
中
学

生
以
上
の
方
、①
各
日
先
着
８
人

②
各
日
先
着
15
人

①
②
千
円

①
②
筆
記
用
具

本
日
午
前
９
時
か
ら（
※
月
曜
日

休
館
）、☎
３
２
０・３
３
３
４
同
セ
ン

タ
ー

千
葉
県
立
美
術
館
企
画
展

「
関
八
州（
か
ん
は
っ
し
ゅ
う
）

名
所
め
ぐ
り
―
描
か
れ
た
房
総
―
」

「
描
か
れ
た
房
総
」を
テ
ー
マ
に
、房

総
を
描
い
た
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

11
月
27
日（
土
）～
1
月
16
日

（
日
）※
月
曜
日
休
館

一
般
３
０
０
円
、高
校
・
大
学
生

１
５
０
円
、65
歳
以
上
お
よ
び
中

学
生
以
下
無
料

県
立
美
術
館（
千
葉
市
中
央

区
中
央
港
１
の
10
の
１
）

☎
０
４
３・２
４
２・８
３
１
１

同
館

20

10

　冬期は暖房用燃料の使用が増加するほか、自動車
などから排出される大気汚染物質が拡散しにくい気
象条件のため、大気の汚染状況が悪化する傾向にあ
ります。
　そこで、市では県とともに、毎年１１月から１月までを

「冬期対策実施期間」として、暖房器具の適正使用や
自家用車の使用自粛などを呼びかけています。
 
１１月は「エコドライブ推進月間」です
　自動車は大気汚染物質の主な発生源のひとつです。
○アイドリング・ストップなどのエコドライブを実施しま
　しょう。
○タイヤの空気圧チェックなど、車の点検をきちんと行
　いましょう。
○公共交通機関を積極的に利用しましょう。

１２月は「大気汚染防止推進月間」です
　家庭のストーブやファンヒーターなどの暖房器具から
ＣＯ２やＮＯＸ（窒素酸化物）が排出されています。
○重ね着などの工夫で暖かくして、暖房器具の使用を
　控えましょう。
○窓から差し込む太陽の光など自然エネルギーを活用
　しましょう。
○暖房の設定温度は２０℃を目途に設定しましょう。

 （環境保全課）

冬期の大気汚染防止対策に
ご協力を

「いつまでも  みんなで守ろう  市川のそら」

　使用開始や口座振替の申し込み、引っ越しに伴う清算、届け出
内容の変更などは、第一環境（株）が受け付け窓口となります。

第一環境株式会社
市川営業所 ☎321-1444
行徳営業所 ☎356-0121

（市川市下水道使用料徴収事務受託者）

受け付け時間
平　日 午前8時30分～午後5時20分
土曜日 午前9時～正午

（日曜日、祝日、12月29日（水）〜1月3日（月）
 は休み） ※市では受け付けていません。

千葉県水道局 受け付け時間
平　日 午前8時45分～午後6時
土曜日 午前8時45分～午後5時

（日曜日、祝日、12月29日（水）〜1月3日（月）
 は休み）

下水道料金についての
各種届け出や問い合わせの受け付け窓口

上水道料金についての
各種届け出や問い合わせの受け付け窓口

（河川・下水道管理課）

☎0570-001245
　県水お客さまセンター
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日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ講師 行徳支所講 市役所内容内

【自治会】
市川グリーンハイツ（缶・ビン） ·····毎週金曜日※
市川パークハイツ（缶・ビン） ·····毎週金曜日※
市川南（紙・布・缶・ビン） ······11/24、12/8・22
市川南３・４丁目（缶・ビン） ···11/24、12/8・22
稲越（紙・布） ························12/11
大境（紙・布） ························11/25、12/23
   〃  （缶・ビン） ·····················11/25、12/9
大芝原（紙・布・缶・ビン） ····12/6・20
大町第３市営（紙・布） ·······11/21、12/19

大町第３市営（缶・ビン） ·····11/20、12/4・18
鬼高（ビン） ······························12/14・28
北方東部（缶・ビン） ············12/2・16
国府台町会（紙・布・缶・ビン） ······12/13
国府台２丁目（缶・ビン） ·····12/13
国分７丁目（缶・ビン） ··········12/1・15
白幡（缶・ビン） ························12/14・28
新田２・３丁目（紙・布） ·················11/27、12/11・25
　　〃　  （缶・ビン） ··········毎週金曜日※
新八幡（紙・布） ···················12/14
　〃　（缶・ビン） ···················12/14・28
菅野２丁目（紙・布・缶・ビン） ·····11/22、12/27
菅野３丁目（紙・布） ·············12/13 
　 　〃　 （缶・ビン） ··········11/22、12/13・27
曽谷第２（缶・ビン） ··············12/7・21
曽谷第４（缶・ビン） ··············12/6・20
中国分（紙・布・缶・ビン） ····毎週水曜日※
平田町会（缶・ビン） ············毎週木曜日※
真間北部（缶・ビン） ···············12/14・28
宮久保台（紙・布） ···············12/11
　　〃　 （缶・ビン） ·············11/24、12/8・22
八幡下町（缶・ビン） ············12/7・21
八幡門前自治会（紙・布・缶・ビン） ·····12/6

梨風苑（紙・布・缶・ビン） ·····12/2・16
若宮１丁目町会（紙・布・缶・ビン） ······12/7
若宮２丁目町会（紙・布） ·····12/1
　　　〃　　　（缶・ビン） ·····12/1・15
若宮３丁目上町（缶・ビン） ·····毎週木曜日※

【子ども会】
大洲（紙・布） ························11/21、12/19
   〃 （缶・ビン） ·····················毎週月曜日※
北国分（紙・布・缶・ビン） ·········11/26、12/10・24
新田１丁目（紙・布） ·············12/11
　　〃　   （缶・ビン） ············12/14・28
新田４丁目（紙・布） ·············12/20
　　〃　   （缶・ビン） ············12/6・20
菅野西（缶・ビン） ····················12/14・28
須和田１丁目（缶・ビン） ·····12/7・21
須和田第２（紙・布） ············12/15
曽谷第６（缶・ビン） ··············毎週月曜日※
根古屋（紙・布） ···················11/23、12/28
　〃　（缶・ビン） ···················12/14・28
東菅野さくら（紙・布） ··········11/20、12/18
　 　〃　　（缶・ビン） ··········11/26、12/10・24
平川（紙・布） ························11/26、12/24
　〃　（缶・ビン） ·························11/26、12/10・24

美里苑（紙・布） ···················12/7
　〃　　（缶・ビン） ················12/7・21

【PTA】
大野小学校（紙・布） ··········12/4
大和田小学校（紙・布） ······12/18
鬼高小学校（紙・布） ··········12/4
信篤小学校（紙・布） ··········12/16
　 　〃　　（缶・ビン） ·······12/13
曽谷小学校（紙・布） ···········12/2
稲荷木小学校（缶・ビン） ·····11/24、12/8・22
中国分小学校（紙・布） ······12/17
宮久保小学校（紙・布） ······11/24、12/29
　　〃　　 （缶・ビン） ········毎週水曜日※
百合台小学校（缶・ビン） ·····毎週火曜日※
二俣小学校（紙・布） ··········12/10

【高齢者クラブ】
国府台悠悠会（紙・布） ······11/20、12/18
下貝塚千歳会（紙・布） ········12/3
　　　〃　　 （缶・ビン） ·····11/20、12/4・18

【婦人会】
八幡南口（紙・布） ···············12/9
　　〃　    （缶・ビン） ··············11/25、12/9

11月20日〜12月29日
（雨天などのため変更することもあります）

週1回、市がごみステーションで回収する缶・ビンとは異なります。

行徳地区は12月4日号に掲載します。
☎334-1111清掃事業課

大型ごみの申し込み（清掃事業課）
専用電話378-5310電話のかけ間違いに注意！

※印は祝祭日を除く

●平成22年11月23日（火・祝日）は「プラスチック製容器包装類」火曜日収集地区のみ収集があります。その他の「資源物とごみ」の収集は休みです。

　10月23,24日に実施された事業仕分けの結
果について、11月18日に市政戦略会議から市
長に答申されました。
　対象となった20事業（一部は内容ごとに分
けて判定したため、判定対象は全25項目）のう

ち、｢廃止｣判定となったのは10項目、｢改善｣判
定となったのは15項目でした。
市では答申を受けて、それぞれの事業の見直
しなどに役立てていきます。 
※答申内容については、市ホームページでご
　覧いただけます。

事業名 所管課
判定結果（最終的な結果に○）

廃止（不要）民間化 改善 継続 推進
リサイクルプラザ管理運営事業 循環型社会推進担当 3 ④
生ごみ減量・資源化推進事業

（電動式生ごみ処理機補助） 循環型社会推進担当 ④ 3

広報紙発行事業（広報紙）
広報広聴担当

⑥ 1
広報紙発行事業（携帯電話等情報提供事業） ⑤ 2
電子自治会推進事業 地域振興課 ⑦
私立学校等補助金 ※６人の委員で実施 就学支援課 ③ 2 1
健康増進センター事業 健康支援課 1 ⑤ 1
ドッグラン運営事業 保健医療課 ④ 2 1
外国語指導助手派遣事業

指導課
④ 1 2

小学校外国語活動推進事業 ③ 1 3
街頭防犯カメラ設置事業 防犯担当 ⑥ 1
青色防犯パトロール推進事業 防犯担当 ④ 3

事業名 所管課
判定結果（最終的な結果に○）

廃止（不要）民間化 改善 継続 推進
合併処理浄化槽整備事業 河川･下水道管理課 ⑦
いちかわ情報プラザ窓口運営事業 情報政策担当 ⑤ 1 1

「市川の文化人展」事業 文化振興担当 1 ⑤ 1
シティセールス事業（ＰＲ活動）

観光交流担当
2 1 ④

シティセールス事業（案内所業務） 1 1 ⑤
市有バス貸出事業 管財課 1 1 ⑤
こどもの居場所づくり（ビーイング） 青少年育成課 ⑥ 1
菅平高原いちかわ村 生涯学習振興課 ⑦
有料駐車場の管理（第１駐車場）

管財課
⑤ 2

有料駐車場の管理（第2、3 駐車場） ④ 3
有料駐車場の管理（行徳支所駐車場） ⑤ 2

ＩＴ講習会 情報政策担当 ⑦
敬老祝金 高齢者支援課 1 ⑥

事業仕分け　結果一覧

※7人の委員が｢廃止｣｢継続｣など５つの仕分け区分のうちの１つを選択
し、最も選択者の多かった区分を最終的な判定結果としました(表中の
数字は選択者数)。最も選択者の多かった区分が複数あるときは、コー
ディネーターが最終的な判定結果を決定しています。

　なお、事業仕分けの結果は市の最終判断ではありません。

市政戦略会議から事業仕分けの結果が答申されました ☎３３４-１１０５ 行政改革推進担当
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　市では、本庁舎の耐震について、既に第３庁舎の工事を行いましたが、第１・
第2庁舎については、耐震診断に基づいて補強方法などの検討を行ってきまし
た。在来（耐震壁増設）・柱補強・制震・免震の４工法について、制約条件を含
めて総合的に検討した結果、「耐震補強工事による庁舎機能の維持は難し
い」と考えられることから、今後は建て替えも視野に入れ、新たな整備手法を検
討していきます。庁舎の耐震診断・補強の検討結果の詳細は、市ホームページ
でご覧ください。

【耐震診断結果】

（ＩＳ値：建物の耐震安全性を示す指標　ＣｔＳｄ値：鉄筋コンクリート造建物の保
有する水平耐力を示す指標　※いずれも数値が大きいほど耐震性が高い。）

【検討内容】
　耐震補強工事を行う場合、ブレースや耐震壁を梁・柱内外に取り付ける「在
来工法」が望ましい。しかしながら、この工法では、第１庁舎で７０カ所、第２庁舎で
１４５カ所の補強が必要となるため、以下の理由などにより、総合的に考えると耐
震補強による庁舎機能維持は難しいと判断される。

《第１庁舎》
　主に、鉄筋コンクリート壁の増設や増打ちによる補強となるが、建物重量が
増すため、現状の基礎では対処出来ず、新たな杭工事が必要となり、その施工
が難しい。
《第２庁舎》
　耐震診断によると、補強後も５・６階ではＩｓ値が目標値（0.9）に達しない。また、
１〜４階では、補強部材が設置されることで、執務室の多くが分断される。この
結果、新たな執務スペースの確保が必要となるなど、制約が多く、市民サービス
の低下を招くことになる。　  　　　　　　　　　   ☎３３４-１１１２ 管財課

Ｉｓ値（構造耐震指標）
※目標値：0.9

ＣｔＳｄ値（保有水平耐力に係る指標）
※目標値：0.45

第１庁舎 0.33　 0.30
第２庁舎 0.34 0.34
第３庁舎 0.94（耐震補強工事済） 0.54（耐震補強工事済）

市役所、建て替えも視野に
整備計画を検討




